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３ 計画推進に当たっての考え方 

（１）市民に開かれたまちづくりの推進 

① 市民参加の推進 

市民参加条例に基づくパブリック・コメントや審議会などの市民参加手続を適

切に実施し、透明性を確保します。また、まちづくりに参加する機会が少ない市

民を含め、幅広い市民に対して様々な機会を提供し、積極的な市民参加の取組を

推進していきます。 

② 情報公開・広報の推進 

情報公開制度を適切に運用していくとともに、市政情報を積極的に公開・広報

していくことで、公正で開かれた行政を実現します。 

③ 広聴活動の推進 

市長への提案をはじめとする広聴の仕組みを通じて、市政に対する市民の意向

や提言などを把握し、市民ニーズにきめ細やかに対応していきます。 

 

（２）行財政改革の推進 

① 不断の行政改革の実施 

 社会情勢や市民ニーズの変化に対応し、市政運営を常に見直していくため、不

断の行政改革を推進していきます。定期的に行政改革推進計画を策定するなど、

行政改革を計画的に進めていきます。 

② 持続可能な財政運営 

健全な財政運営に関する条例に基づき、歳入の確保、歳出の見直し及び財政情

報の公表などを行っていくことで、持続可能な財政運営を行っていきます。 

年度間の財源の変動に備えて積み立てる基金である財政調整基金については、

災害などの不測の事態にも対処できるよう標準財政規模の 10％の確保を目標と

し、財政運営を行っていきます。 

地方債については、実質公債費比率や将来負担比率の指標に注視しながら、過

度な後年度負担とならないよう、将来を見据えた計画的な財政運営を行っていき

ます。 

③ 市民の期待に応える職員の育成 

 市民の期待に応え、質の高い行政サービスを提供していけるよう、職員一人一

人の職務遂行能力を高めるとともに、組織としての総合力を高めていきます。 

 

※ 下線部分が現行計画からの修正箇所となります。 
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④ デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ※）による行政サービスの革新 

 デジタル技術の進展を活かし、行政運営の変革を進めます。ＡＩやクラウドな

どのデジタル技術を活用することで、行政の効率化と市民サービスの向上を図り

ます。 

誰もがデジタル化の恩恵を享受し、豊かさを実感できる「誰一人取り残さない、

人に優しいデジタル化」の実現を目指します。 

⑤ 公共施設マネジメントの推進 

 老朽化した公共施設に対して人口推計や開発動向を踏まえ、トータルコストの

縮減や予算の平準化を図りながら、計画的な建替、改修、統廃合等を進めます。 

 ＰＰＰ／ＰＦＩ事業モデル事業として取り組んできた広沢複合施設整備事業を

通じて得た成果を生かし、公有資産の活用を積極的に推進していきます。 

 

（３）様々な連携によるまちづくりの推進 

① 市民協働の推進 

住民の価値観やライフスタイルの変化に伴う市民ニーズの多様化・高度化に対

応し、地域の特性を生かしたまちづくりを実現していくとともに、市民の地域へ

の愛着を深めていくため、市民協働を推進していきます。 

市民協働における市民は、住民（市内に居住する人）、地域活動団体（自治会等）、

市民活動団体（ＮＰＯ法人・ボランティア団体等）、企業など和光市のまちづくり

を担う全ての主体のことをいいます。 

② 公民連携の推進 

 民間活力の更なる活用に向けて、公民が連携して公共サービスを提供する公民

連携（Public Private Partnership）を推進します。 

③ 広域行政の推進 

広域的な行政課題に対応するため、火葬場の設置検討など、スケールメリット

が期待できる事業については、国、埼玉県、関係自治体などと連携協力し、その

解決に取り組みます。 

④ 国の機関などとの連携 

 市の抱える様々な課題の解決に向け、市内に立地する国の機関や研究機関、相

互協力協定を締結している近隣の教育機関などとの連携を行っていきます。 

また、基地対策などの行政課題について国や県に対する要請を行い、将来のま

ちづくりにつなげます。 

 
※ＤＸ：Digital Transformation の略（「trans」には「cross」の意味があり、「cross」は「X」

と表現されることから、DX と略記される。）。ICT（情報通信技術）の浸透が人々の生活

をあらゆる面でより良い方向に変化させること。 

 


